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お酒を飲んで運転することはもちろん、飲酒した人に車を提供すること、飲酒

運転の車両に同乗すること、飲酒運転をするおそれのある人に酒類を提供する

ことも犯罪になります。

３月に入り、送別会などで飲酒する機会が増える時期になりました。

一人一人が飲酒運転についてきちんと知っておくことが大切です。

酒気帯び運転等の禁止

●酒酔い運転
罰則：５年以下の懲役または100万円以下の罰金
違反点：35点→免許取消し(欠格期間３年)

●酒気帯び運転
罰則：３年以下の懲役または50万円以下の罰金

ℓ違反点：25点(呼気中のアルコール濃度0.25㎎/ 以上)
→免許取消し(欠格期間２年)

ℓ ℓ13点(呼気中のアルコール濃度0.15㎎/ 以上0.25㎎/ 未満)
→免許停止(停止期間90日)

※前歴及びその他の累積点数がない場合

※欠格期間とは運転免許が運転免許が取り消された場合、新たに運転免許を

受けることができない期間

●車両の提供

酒酔い運転の場合

罰則：５年以下の懲役

または100万円

以下の罰金

酒気帯び運転の場合

罰則：３年以下の懲役

または

50万円

以下の

罰金

●酒類の提供

酒酔い運転の場合

罰則：3年以下の懲役

または50万円以

下の罰金

酒気帯び運転の場合

罰則：2年以下の懲役

または30

万 円以下

の罰金

●飲酒運転車両への同乗

酒酔い運転の場合

罰則：3年以下の懲役ま

たは50万円以下

の罰金

酒気帯び運転の場合

罰則：2年以下の懲役ま

たは30

万 円 以

下 の 罰

金


